
（特定子ども・子育て支援施設等用） 

 

うるま市長  

 

 

 

誓 約 書 
 

 

 

 当該施設は、子ども・子育て支援法第５８条の１０に規定する確認の申請をすることが

できない者に該当しないことを誓約します。 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

 

（設置者） 

      住 所：                        

 

      法人名：                        

 

      代表者：                      印 



（確認の取消し等） 

第五十八条の十 市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該特定

子ども・子育て支援施設等に係る第三十条の十一第一項の確認を取り消し、又は期間を

定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 

 

一 特定子ども・子育て支援提供者が、第五十八条の三第二項の規定に違反したと認め

られるとき。 

 

二 特定子ども・子育て支援提供者（認定こども園の設置者及び第七条第十項第八号に

掲げる事業を行う者を除く。）が、前条第六項各号に掲げる子ども・子育て支援施設等

の区分に応じ、当該各号に定める認可若しくは認定を受け、又は届出を行った施設等

利用費の支給に係る施設又は事業として適正な子ども・子育て支援施設等の運営をす

ることができなくなったと当該認可若しくは認定を行い、又は届出を受けた都道府県

知事（指定都市等所在届出保育施設については当該指定都市等又は児童相談所設置市

の長とし、指定都市等所在認定こども園において行われる第七条第十項第五号に掲げ

る事業については当該指定都市等の長とし、指定都市等又は児童相談所設置市の区域

内において行われる同項第六号又は第七号に掲げる事業については当該指定都市等又

は児童相談所設置市の長とする。）が認めたとき。 

 

三 特定子ども・子育て支援提供者（第七条第十項第四号に掲げる施設の設置者又は同

項第五号、第七号若しくは第八号に掲げる事業を行う者に限る。）が、それぞれ同項第

四号、第五号、第七号又は第八号の内閣府令で定める基準に従って施設等利用費の支

給に係る施設又は事業として適正な特定子ども・子育て支援施設等の運営をすること

ができなくなったとき。 

 

四 特定子ども・子育て支援提供者が、第五十八条の四第二項の内閣府令で定める特定

子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準に従って施設等利用費の支給に係る施

設又は事業として適正な特定子ども・子育て支援施設等の運営をすることができなく

なったとき。 

 

五 特定子ども・子育て支援提供者が、第五十八条の八第一項の規定により報告若しく

は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の

報告をしたとき。 

 

六 特定子ども・子育て支援提供者又は特定子ども・子育て支援を提供する施設若しく

は事業所の職員が、第五十八条の八第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜ



ず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の

規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該職員がその行為

をした場合において、その行為を防止するため、当該特定子ども・子育て支援提供者

が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。 

 

七 特定子ども・子育て支援提供者が、不正の手段により第三十条の十一第一項の確認

を受けたとき。 

 

八 前各号に掲げる場合のほか、特定子ども・子育て支援提供者が、この法律その他国

民の福祉若しくは学校教育に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づ

く命令若しくは処分に違反したとき。 

 

九 前各号に掲げる場合のほか、特定子ども・子育て支援提供者が、教育・保育その他

の子ども・子育て支援に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。 

 

十 特定子ども・子育て支援提供者が法人である場合において、当該法人の役員若しく

はその長又はその事業所を管理する者その他の政令で定める使用人のうちに過去五年

以内に教育・保育その他の子ども・子育て支援に関し不正又は著しく不当な行為をし

た者があるとき。 

 

十一 特定子ども・子育て支援提供者が法人でない場合において、その管理者が過去五

年以内に教育・保育その他の子ども・子育て支援に関し不正又は著しく不当な行為を

した者であるとき。 

 

２ 前項の規定により第三十条の十一第一項の確認を取り消された子ども・子育て支援施

設等である施設の設置者又は事業を行う者（政令で定める者を除く。）及びこれに準ずる

者として政令で定める者は、その取消しの日又はこれに準ずる日として政令で定める日

から起算して五年を経過するまでの間は、第五十八条の二の申請をすることができない。 

 

 

 

 

 

 

 

 



（特定子ども・子育て支援提供者の責務）※抜粋 

第五十八条の三 特定子ども・子育て支援提供者は、施設等利用給付認定子どもに対し適

切な特定子ども・子育て支援を提供するとともに、市町村、児童相談所、児童福祉施設、

教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、良質な特定子ども・子育て支援

を小学校就学前子どもの置かれている状況その他の事業に応じ、効果的に行うよう努め

なければならない。 

２ 特定子ども・子育て支援提供者は、小学校就学前子どもの人格を尊重するとともに、

この法律及びこの法律に基づく命令を遵守し、誠実にその職務を遂行しなければならな

い。 

 

（特定子ども・子育て支援施設等の基準）※抜粋 

第五十八条の四 特定子ども・子育て支援提供者は、次の各号に掲げる子ども・子育て支

援施設等の区分に応じ、当該各号に定める基準を遵守しなければならない。 

 

２ 特定子ども・子育て支援提供者は、内閣府令で定める特定子ども・子育て支援等の運

営に関する基準に従い、特定子ども・子育て支援を提供しなければならない。 

 

（報告等）※抜粋 

第五十八条の八 市町村長は、必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度

において、特定子ども・子育て支援を提供する施設若しくは特定子ども・子育て支援提

供者若しくは特定子ども・子育て支援提供者であった者若しくは特定子ども・子育て支

援を提供する施設若しくは事業所の職員であった者（以下この項において「特定子ども・

子育て支援提供者であった者等」という。）に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件

の提出若しくは提示を命じ、特定子ども・子育て支援提供者若しくは特定子ども・子育

て支援を提供する施設若しくは事業所の職員若しくは特定子ども・子育て支援提供者で

あった者等に対し出頭を求め、又は当該市町村の職員に関係者に対して質問させ、若し

くは特定子ども・子育て支援を提供する施設若しくは事業所、特定子ども・子育て支援

提供者の事務所その他特定子ども・子育て支援施設等の運営に関係のある場所に立ち入

り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 

 

第三款 施設等利用費の支給 

 

第三十条の十一 市町村は、施設等利用給付認定子どもが、施設等利用給付認定の期間に

おいて、市町村長が施設等利用費の支給に係る施設又は事業として確認する子ども・子

育て支援施設等（以下「特定子ども・子育て支援施設等」という。）から当該確認に係る

教育・保育その他の子ども・子育て支援（次の各号に掲げる子ども・子育て支援施設等



の区分に応じ、当該各号に定める小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子

どもが受けるものに限る。以下「特定子ども・子育て支援」という。）を受けたときは、

内閣府令で定めるところにより、当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付

認定保護者に対し、当該特定子ども・子育て支援に要した費用（食事の提供に要する費

用その他日常生活に要する費用のうち内閣府令で定める費用を除く。）について、施設等

利用費を支給する。 

 

 

子ども・子育て支援法施行規則 

（法第三十条の十一第一項の内閣府令で定める費用） 

第二十八条の十六 法第三十条の十一第一項に規定する内閣府令で定める費用は、次に掲

げる費用とする。 

 一 日用品、文房具その他の特定子ども・子育て支援に必要な物品の購入に要する費用 

 二 特定子ども・子育て支援に係る行事への参加に要する費用 

 三 食事の提供に要する費用 

 四 特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所に通う際に提供される便宜に要

する費用 

 五 前四号に掲げるもののほか、特定子ども・子育て支援において提供される便宜に要

する費用のうち、特定子ども・子育て支援の利用において通常必要とされるものに係

る費用であって、施設等利用給付認定保護者に負担させることが適当と認められるも

の 


